
３ 郵便料金等の減免 

事  項 内        容 減免内容 問合せ先 備   考 

ＮＨＫ放送受信 

料の免除 

・身体、知的、精神障害者を世帯構成員に有

し、かつ、世帯全員が市町村民税非課税の

場合 

全額免除 
ＮＨＫ放送

局 、 福 祉

事 務 所 、

市町村 

市町村長又は福祉事務

所長の証明が必要 
・視覚・聴覚障害者が世帯主 

・重度の身体障害者（１･２級）が世帯主 

・重度の知的障害者が世帯主 

・重度の精神障害者（１級）が世帯主 

半額免除 

郵便料金の減免 

点字郵便物、特定録音物等郵便物 

（３ｋｇ以下） 
無  料 

郵便局 

・特定録音物等郵便物

は、日本郵便株式会社が

指定する施設の発受する

ものに限る 

・心身障害者用冊子小包

は、身体に重度の障害が

ある人又は知的障害の程

度の重い人と一定の図書

館との間で発受するもの

に限る 

・聴覚障害者用小包は、

聴覚障害者と日本郵便株

式会社が指定する施設と

の間で発受するものに限

る 

心身障害者団体が発行する第三種郵便物 

の認可を受けた定期刊行物（１ｋｇ以下） 

毎月３回以上

発行の新聞紙

50ｇまで８円 

その他 

50ｇまで15円 

心身障害者用ゆうメール 

（３ｋｇ以下） 

別に定める 

料金 

聴覚障害者用ゆうパック（30ｋｇ以下） 
別に定める 

料金 

点字ゆうパック（30㎏以下） 
別に定める 

料金 

ＮＴＴ無料番号 

案内 

視覚障害（１～６級）、肢体不自由（上肢、体

幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変によ

る運動機能障害の１、２級）、聴覚障害（２～４

級、６級）、音声機能、言語機能又はそしゃく

機能の障害（３、４級）の身体障害者、療育手

帳を有する知的障害者、精神障害者保健福

祉手帳を有する精神障害者等が番号案内サ

ービスを利用する場合 

無  料 

ＮＴＴ西日

本ふれあい

案内0120-1

04174（受付

9～17時・土

日祝及び年

末 年 始 除

く） 

事前に申込み・登録の手

続きが必要 

 

身体障害者手帳（※）、戦

傷病者手帳、療育手帳、

精神障害者保健福祉手

帳をお持ちの方対象 

 

※詳細な級別はお問い

合わせください 

携帯電話基本料

金等の割引 

基本使用料、通話料、メール送信料等 
半額等(内容は

各社異なる) 
携帯各社 

事前に、携帯電話取扱店

等で申し込みが必要 

公営住宅の優先 

入居 

障害者及び障害者を含む世帯については、

住宅困窮度が特に高いものとして、一般の住

宅困窮者よりも入居を優先することができる。

また、障害者の単身入居を認めている。 

 
市 町 村 、

福祉事務

所 

 

 

 


